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令和４年度８月定例教育委員会 会議録 

 

１ 会議の別  定例会 

 

２ 開催月日  令和４年８月１８日（木） 

 

３ 開催時間  午後１時３０分から午後４時００分 

 

４ 開催場所  昭和町中央公民館 第１会議室 

 

５ 出席委員  教育長 太 田   充 

教育長職務代理者 小 宮 山  稔 

委 員 山 田 由 美 

委 員  磯 部 幸 廣 

委 員  井口  加保理 

 

６ 欠席委員  なし 

 

７ 委員及び傍聴人を除く会議室に出席した職員の職氏名 

学校教育課長  神 澤 卓 見 

生涯学習課長  佐久間  紀彦 

教育指導監   雨  宮   洋 

学校教育課総務係長 細 田 忠 司 

学校教育課主任 石 川 晶 子 

 

８ 出席した長及びその事務局の職員の職氏名 

 

９ 傍聴人  なし 

 

10 会議の概要 

 

開 会 

 （１）開会 

（２）前回会議録の承認 

 （３）教育長の報告 

・８月実施四校会の報告について 

・新教育委員について 

・夏季休業中の学校及び児童生徒、家庭の状況について 

・ヤングケアラーの実態把握について 

・新型コロナウイルス感染症対策と学校及び生涯学習課行事について 

・教員の働き方改革について 
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・共同学校事務室設置について 

・中学校休日の部活動の地域移行について 

・押原中学校増築準備工事について 

・生涯学習課行事と施設状況について 

・その他 

（４）諸報告（各課等の報告） 

①生涯学習課（各種事業、今後の事業予定他） 

②学校教育課（      〃      ） 

（５）議事（会議に付した議案） 

１）就学援助費支給認定について 

２）その他 

 （６）その他 

    地域部活動あり方検討について 

 

11 議案となった動議を提出した者の氏名 なし 

 

12 議事 

 

教育長 

 

 

石川主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議事に移ります。 

１）就学援助費支給認定について、事務局よりお願いします。 

 

お手元にあります、令和４年度就学援助認定審査資料をご覧くださ

い。 

本町では、教育基本法第４条第３項及び学校教育法第１９条により、

「昭和町就学援助費支給要綱」を定め、経済的理由によって就学困難と

認められる児童生徒若しくは就学予定者の保護者に対し就学援助を行

っています。具体的には、資料の就学援助制度のお知らせの２番のとこ

ろにありますように、学用品費等、校外活動費、新入学児童生徒入学準

備費、修学旅行費、通学用品費、政令に定める医療費、学校給食費につ

いて支給を行っています。今年度から、タブレットの持ち帰りにかかる

費用に対しての援助である、オンライン学習通信費の項目が加わりまし

た。就学援助の支給は、９月下旬、３月下旬の年２回におおむね半額ず

つ口座振込または手渡しで行うことになっています。 

また、毎年３月に、翌年度就学援助の対象になると想定される申請者

に対して、就学援助金の項目のひとつである新入学準備金を先に支給す

ることを行っていますが、翌年度の８月に就学援助の認定にならなかっ

た場合、返金をしていただくことになっています。 

初回の認定につきましては、８月教育委員会にて審査し認定をしてい

ますが、４月から１年間の認定となります。認定してよろしいか審議を

お願いします。 

 

（資料を用いて詳細説明、審議） 
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山田委員 

 

 

細田係長 

 

 

 

小宮山職務代理  

 

石川主任 

 

教育長 

 

 

 

町外の学校に通っている家庭への支給の内訳は、どのようになってい

るのですか。 

 

 そのような場合は、住所地と学校所在地の２カ所の市町村教育委員会

に申請が必要になります。住所地の市町村からは学用品費等が支給さ

れ、給食費については学校所在地の市町村からの支給となります。 

 

 昨年度と比べて認定の件数はどうなっているのですか。 

 

 昨年も概ね同じくらいの認定数になっております。 

 

このことついて、ご意見、ご質問ありますか。 

無いようですので、資料のとおり認定しますがよろしいでしょうか。 

（異議なく承認。） 

 

その他について、他に何かありますか。 

無いようですので、議事を終わります。 

 

－閉会 午後４時００分－ 

 

次回の定例教育委員会は令和４年９月１５日（木）午後１時３０分から開催します。 


